
               
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  

誓      約      書  
⽇日本学⽣生⾃自転⾞車車競技連盟  
会⻑⾧長     ⽮矢  内     利利  政  殿  
  
下記⼤大会参加にあたり、当チームの選⼿手・監督・コーチ・メカニック・その他すべての⾃自チーム員が以下の
ことを確認し、順守すること誓います。  
  
１   UCI（国際⾃自転⾞車車競技連合）・JCF（⽇日本⾃自転⾞車車競技連盟）規則を順守し、誠実かつスポーツマン精神と

フェアーな態度度で⾃自転⾞車車競技に参加すること。（UCI 規則 1.1.004，JCF 規則第５条 2.（４））  
２   ⼤大会（競技中のみならず式典・公式練習等の付帯⾏行行事を含む）における参加者の肖像権は本連盟に帰属

すること。（JCF 規則第５条 2.（９）準⽤用）  
３   規則に規定される仕事と責任に加えて，チーム監督は，スポーツ活動と競技者のチーム内の⾃自転⾞車車スポ

ーツ実践における社会的･⼈人的条件の管理理について責任がある．（UCI規則1.1.078）  
４   チーム監督は絶えず組織的に，可能なときはいつでも，社会的･⼈人的条件を改善する努⼒力力をしなければ

ならない．そしてチームの競技者の健康と安全を守らなければならない．（UCI規則1.1.079  ）  
５   チーム監督は，チームに所属する者あるいはいかなる役⽬目であってもそのために働く者により規則が順

守されることを保証しなければならない．  
   彼は他の者の模範とならなければならない．（UCI規則1.1.080）  
６   すべてのライセンス保持者はレースのない時でも常にきちんとした服装をし，あらゆる場合において礼

儀正しいふるまいをしなければならない．     
   すべてのライセンス保持者は，おどしや，侮辱や，下品なふるまいや，他の⼈人を危険な状態におとしい

れたりしてはならない．⾔言葉葉，⾝身振りや書いたものなどで他のライセンス保持者や役員やスポンサーや
連盟，UCIおよび⾃自転⾞車車競技全般の名誉や評判を傷つけてはならない.批評の権利利は,穏健に，⼗十分な動
機があり筋の通った⽅方法でのみ⾏行行使できる.  （UCI規則1.2.079）  

７   競技者はスポーツマンとしてあたえられた機会を守らなければならない．  
   競技者間の利利害に関し，いかなる共謀や偽りや誹謗は禁⽌止する．（UCI規則1.2.081）  
８   競技者は最⼤大限の注意を払って⾏行行動しなければならない．競技者が原因で発⽣生した事故に関しては⾃自分

で責任を負わなければならない．  
   競技者は開催国における法律律を順守しなければならない．（UCI規則1.2.082）  
     

記  
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